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平成２１年度特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進委託事業応募要領

平成２１年度特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進委託事業（以下「本事業」という ）。

実施要領（以下「実施要領」という ）４「特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進委託事業。

応募要領」に基づき、本応募要領を定めます。

１ 事業名

平成２１年度「特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進委託事業」のうち、２ アから

エの事業

２ 事業実施の目的及び概要

事業実施の目的(1)
食品に関する消費者の関心が高まっている中で、消費者ニーズ等を的確に反映

したＪＡＳ規格の制定、ＪＡＳ規格の市場への定着を推進することにより、消費

者の「食」に対する信頼を確保することが重要となっている。

こうした状況を踏まえ、品質や性能等について定めた一般ＪＡＳ規格はもちろ

ん、有機食品の生産方法を定めた有機ＪＡＳ規格、事業者が伝える食品の生産情

報が正確であることを第三者機関が認証する生産情報公表ＪＡＳ規格、特別な生

産や製造方法等について定めた特定ＪＡＳ規格など、特色あるＪＡＳ規格等の導

入・普及を進めてきたところである。

本事業は、これら特色あるＪＡＳ規格等について、ＪＡＳ規格等の導入を検討

するとともに、ＪＡＳ規格の付加価値についての普及啓発、消費者と事業者との

、 。交流会の開催等により 総合的にＪＡＳ規格の普及を推進することを目的とする

事業実施の概要(2)
消費者ニーズ等を反映したＪＡＳ規格等の導入の検討、特色のあるＪＡＳ規格

等の総合的な普及啓発等を図るため、以下の事項のうち、アからエに係る事業を

実施する。

ア 特色あるＪＡＳ規格制定等のための調査検討の実施

イ 特定ＪＡＳ製品等の購買活動につながる消費者への普及啓発の推進

ウ 特定ＪＡＳ製品等の製造、流通及び販売の拡大につながる事業者への普及啓

発の推進

エ 検査認証の信頼性向上のための登録認定機関への研修会の開催等

オ ＪＡＳ規格等で規定された検査方法の妥当性の確認の実施

３ ２ アからエの事業に関する予算額（契約限度額）

予算額（契約限度額）は４０，６９７，０００円以内（消費税及び地方消費税を

含む）とする。

なお、予算上の制約から、年度の途中において委託契約限度額を減額する場合が

ある。



４ 応募資格

本事業に応募できる者は、次の 及び の双方に該当する者とする。(1) (2)
対象者(1)
民間事業者、独立行政法人、国立大学法人、認可法人及び民間団体。

また、複数者による共同提案も可とする。その際は、共同して提案を行う複

数者（以下「グループ」という ）の中から本公募に係る代表者を選定するこ。

と。そのものは、グループを代表して、本公募に係わる連絡調整等を国との間

で行うものとする。なお、グループを構成する全ての者が以下 「参加資格」

に記載する全ての要件に適合している必要がある。

参加資格(2)
次の各号の全てに該当する者

ア 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該

。 、 、 、当しない者であること なお 未成年者 被保佐人又は被補助人であって

契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある

場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

ウ 平成１９・２０・２１年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）

において「役務の提供等」の資格を有する者であること。

なお、競争参加資格のない者は、平成２１年４月３０日（木）までに競

争参加資格を登録することとする。

（競争参加資格登録についての問合せ先）

農林水産省大臣官房経理課調達班

電話 ０３－３５９１－６７５３

エ 事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している

者であること。

オ 当該委託事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資

金等について十分な管理能力を有している者であること。

５ 契約期間

本事業の実施期間は、委託契約締結の日から平成２２年３月１２日までとする。

本事業に係る契約は、委託契約予定者と委託契約の協議が整い次第、国との間で

締結する。

６ 参加表明書に関する事項

、「 」（ ） 、本委託事業へ参加を希望する者は 参加表明書 別紙様式第１号 に記入の上

以下の から までの添付書類と併せて、 「問い合わせ先」に提出する （郵送(1) (3) 19 。

は可とするが期限までに必着のこと ）ただし、参加表明書に虚偽の記載をした場。

合は、当該参加表明書を無効とする。また、複数者による共同提案の場合は、その

グループを構成する全ての者の連名により提出すること。なお、提出された参加表

明書及び添付書類等は返却しない。



業務内容等を示したパンフレット（又はリーフレット）(1)
民間企業等にあっては営業経歴書及び最新の決算（営業）報告書１年分（又(2)

はそれに準ずるもの）を、民間企業等以外の者にあっては、定款又は寄附行為

及び最新の決算（営業）報告書１年分（又はそれに準ずるもの）

４ ウを証するものとして、総務省から通知のあった「資格審査結果通知書(3) (2)
（全省庁統一資格 」の写し）

（競争参加資格登録を行っている者にあっては 「資格審査結果通知書（全省、

庁統一資格 」の取得後速やかに提出すること ）） 。

＜募集期間等＞

平成２１年４月９日（木）から平成２１年４月２８日（火）まで

受付曜日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

受付時間：１０：００～１２：００及び１３：００～１７：００

７ 応募する企画提案（企画提案書）の内容

６の参加表明書を提出した者（以下「参加者」という）は「企画提案書 （別紙」

様式第２号）を作成するものとする。

企画提案書には、２「事業実施の目的及び概要」を踏まえつつ、次の項目及び内

容を提案するものとする。複数者による共同提案の場合は、そのグループを構成す

る全ての者の連名により作成するものとする。

特色あるＪＡＳ規格制定等のための調査検討の実施（ 環境に配慮した食品規(1) 「

格に関する調査・検討 ：環境に配慮した食品規格制度の現状把握を行い、ＪＡ」

Ｓ規格制定に向けた検討を行う ）。

ア 環境に配慮した食品規格制定に向けた検討委員会を開催する （事業計画、。

検討委員会の構成、検討内容）

イ 環境に配慮した食品規格制定に向け、国内外の環境に配慮した食品規格及び

その認証制度の実態や消費者・事業者ニーズ等の把握に関する調査等を行う。

（事業計画、調査対象、調査項目及び調査方法）

ウ 調査等の結果を踏まえてＪＡＳ規格制定に向けた課題等の絞り込みを行う。

（絞り込むための考え方及び方針）

エ 必要に応じて更なる調査・検討の実施（更なる調査の方向性）

特定ＪＡＳ製品等の購買活動につながる消費者への普及啓発の推進（ＪＡＳ製(2)
品は品質や作り方を保証されているだけでなく、その製造工場や農場が国の定め

た基準に適合しているか、第三者機関である登録認定機関がチェックして認定し

ていることなど、ＪＡＳ製品の背景や付加価値を消費者に理解させる。また、イ

とウを連携して行うなど、効率的な事業計画を示すこと ）。

ア 消費者への普及啓発のための検討委員会を開催する （事業計画、検討委員。

会の構成、検討内容）

イ 消費者と事業者との交流会を開催する （事業計画、実施方法、開催周知の。

方法、開催の効果の把握：実績を示すなど、イベント実施に支障がないことを

示すことが望ましい ）。

ウ 消費者にＪＡＳ製品の味、香りなど五感に訴える情報を発信するため、ＪＡ



Ｓ製品を直接消費者の口に届けている外食産業事業者等と連携した事業を開催

する （事業計画、実施方法、事業をＰＲする手法、効果の把握：ＰＲにおい。

てはＪＡＳ製品がどのように生産されているか、生産の裏側を伝えるＰＲ方法

を、一般消費者に対していかに伝えるか、手段、媒体、方法など具体的に示す

こと ）。

エ パンフレットによる普及方法の検討（検討方法、作成部数、配布先、効果の

把握 （平成１９年度事業は、本年度に作成したパンフレット「くらしにいか）

そうＪＡＳマーク」は小学校高学年以上の者に理解できるような内容にしてあ

り、東京都２３区や政令指定都市にある小学校高学年に配布したところ。この

状況を踏まえ、更なる検討を行うこと ）。

特定ＪＡＳ製品等の製造、流通及び販売の拡大につながる事業者への普及啓発(3)
の推進（ＪＡＳ製品は自己の品質管理のみならず、製造業者等が第三者である登

録認定機関からもその品質管理や作り方を確認されていること、年一回以上行わ

れる監査により、品質管理や生産方法を守っているかチェックされているなど、

信頼性が高いことを、事業者等に理解させることにより、ＪＡＳ製品の取扱量拡

大を図る ）。

ア 事業者への普及啓発のための検討委員会を開催する （事業計画、検討委員。

会の構成、検討内容）

イ 特色あるＪＡＳ規格等に関する情報を、製造業者を含め広く普及するための

講習会を開催する （事業計画、実施方法、開催周知の方法、開催の効果の把。

握：一般消費者向け説明会実施に支障がないことを示すことが望ましい ）。

ウ 特色あるＪＡＳ規格等を量販店関係者に認識してもらうとともに、ＪＡＳ製

品の商談にもつながるイベントへの出展（例：フーデックスジャパン等 （事）

業計画、実施方法、認定事業者との調整、開催効果の把握：実績を示すなど、

大型イベント実施に支障がないことを示すことが望ましい ）。

エ 量販店関係者の特定ＪＡＳ製品等の理解を深めることにつながる説明配布用

ツールの検討（平成２０年度事業において、ＪＡＳ製造（生産）者が取引先に

ＪＡＳ製品の付加価値、優位性等を簡単に説明する目的で作成したリーフレッ

トの配布状況を踏まえ、更なる検討を行うこと （内容、作成部数、配布先、）

効果の把握：実績を示すなど、販売促進実施に支障がないことを示すことが望

ましい ）。

検査認証の信頼性向上のための登録認定機関への研修会の開催等（個々の登録(4)
認定機関による認定業務のバラツキをなくすための講習等を行い、登録認定機関

全体のレベルアップを図る ）。

ア 検査認証制度ハンドブックの検討（検討方法、作成部数、配布先、配布の効

果の把握：国内外の有機食品認証制度及び有機農業や食品製造に関する知識を

有することが望ましい ）。

イ 判定員の能力向上のための研修会を開催する （事業計画、実施方法、開催。

周知の方法、効果の把握：ＪＡＳ制度や有機食品認証制度に関する知識を有す

ること有することが望ましい。また、登録認定機関が自ら行う内部研修会との

共同開催等、当該研修により、関連情報の共有化を図るとともに、判定業務に

必要な知識や技術の向上に資する事業内容とすること ）。

ウ 検査員等の育成のための研修会を開催する （事業計画、実施方法、開催周。



知の方法、効果の把握：ＪＡＳ制度や有機食品認証制度に関する知識を有する

ことが望ましい。また、登録認定機関が自ら行う内部研修会との共同開催等、

当該研修により、関連情報の共有化を図るとともに、検査業務に必要な知識や

技術の向上に資する事業内容とすること ）。

見積書（積算内訳 （別紙様式第３号）(5) ）

８ その他の提出書類

参加者は、企画提案書及び積算内訳の他、次に掲げる書類を提出するものとする。

過去に類似事業の実績があれば、これに関する資料（任意様式）(1)
その他参考となる資料(2)

９ 企画提案書及びその他の書類の提出期限・提出先・提出部数

参加者は、企画提案書及びその他の書類（以下「企画提案書等」という ）を(1) 。

１５部（正１部、副１４部）を 「問い合わせ先」に、平成２１年４月２８日ま19
でに郵送又は持参にて提出すること。

提出する企画提案書等は、１者に付き１点に限る（複数者による共同提案の場(2)
合は、１グループ１点に限る 。また、企画提案書等を提出しなかった参加者に）

ついては、失格とする。

審査方法10
企画提案会の開催等(1)
企画提案書等の審査を行うため、参加者が企画提案書等の内容について説明す

る企画提案会を平成２１年５月１１日（月）から平成２１年５月２２日（金）ま

での間に農林水産本省庁舎内において開催する。各者の提案時間は１者につき３

０分間以内とし、開催日時等は、参加者に別途連絡する。なお、企画提案会にお

いて説明を行わなかった参加者は失格とする。

契約候補者の選定等(2)
企画提案会での説明等を踏まえ、提出された企画提案書について、 「審査基11

準」に基づいて採点・審査を行い、採点した得点の最上位の者を本事業の委託契

約候補者として、支出負担行為担当官農林水産省消費・安全局長（以下「支出負

担行為担当官」という ）に推薦するものとする。。

ただし、委託契約候補者から契約候補辞退届（別紙様式第４号）の提出があっ

た場合は、採点した得点が次に高かった者を委託契約候補者として、支出負担行

為担当官に推薦するものとする。

なお、審査は非公開とする。

審査基準11
、 。 、企画提案書等の採点及び委託契約候補者の選定は 次の基準に従って行う なお



審査は、本事業の目的達成の実現度に主眼を置いており、事業内容については、企

画提案書等を基本としつつ、行政施策の状況を踏まえて調整させていただくことが

あることをご留意願いたい。

応募資格(1)
４「応募資格」を有しているか。

経理処理能力の有無（区分経理、内部牽制体制）(2)
本事業の目的を達成するための、管理部門の構成は適切か。

事業の理解度(3)
本事業の目的を的確に理解しているか。

特色あるＪＡＳ規格制定等のための調査検討の実施について(4)
環境に配慮した食品規格制定等のための検討の実施についての提案は、本事業

の目的を達成するため、適正か。

特定ＪＡＳ製品等の購買活動につながる消費者への普及啓発の推進について(5)
特定ＪＡＳ製品等の購買活動につながる消費者への普及啓発の推進についての

提案は、本事業の目的を達成するため、適正か。

特定ＪＡＳ製品等の製造、流通及び販売の拡大につながる事業者への普及啓発(6)
の推進について

特定ＪＡＳ製品の製造、流通及び販売の拡大につながる事業者への普及啓発の

推進についての提案は、本事業の目的を達成するため、適正か。

検査認証の信頼性向上のための登録認定機関への研修会の開催等について(7)
検査認証の信頼性向上のための登録認定機関への研修会の開催等についての提

案は、本事業の目的を達成するため、適正か。

予算計画について(8)
事業にかかる経費が、事業内容と比較して適切か。

全事業の実施体制(9)
事業の実施体制は適切か。

ＪＡＳ制度に対する知見(10)
本事業を実施するにあたり、ＪＡＳ制度について適切な知見を有しているか。

目標達成の実現度(11)
以上を勘案の結果、目標達成の実現度が高いか。

審査結果の通知12
審査結果は、企画提案会開催後４週間以内に、全ての参加者に対し文書により通

知する。

企画提案に要する費用の負担13
本事業の応募に要する一切の費用は、各参加者が負担する。

企画提案書等の返却の可否等14
提出された企画提案書等は、返却しないものとする。(1)



企画提案書等は、採点等本事業に係る事務手続き以外の目的で提出者に無断で(2)
使用しない。

企画提案書等に使用する言語15
企画提案書等に使用する言語は日本語とする。

契約保証金の扱い16
会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の９第１項に規定する契約保証金額

の納付は、予算決算及び会計令第１００条の３第３号の規定により免除する。

委託費の支払い方法17
委託費の支払いは、本委託事業の委託費の額が確定した後、受託者からの適法な

請求書を受理した日から３０日以内に行うものとする。

ただし、受託者の請求により、必要があると認められる金額については、概算払

いをすることができる。

成果品（著作権等）の帰属等18
本事業により取得した著作権については、支出負担行為担当官消費・安全局長が

承継するものとする。

問合せ先19
本応募要領等に関する問合せ先は、次のとおりとする。

〒１００－８９５０

東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省消費・安全局表示・規格課食品規格班（本館４階、ドア番号「本４

７７ ）」

電 話：０３（６７４４）２０９８（ダイヤルイン）

ＦＡＸ：０３（３５０２）０５９４

担 当：課 長 補 佐 中村、 企画調整係 渡部（わたなべ）



（別紙様式第１号）

番 号

年 月 日

農林水産省消費・安全局表示・規格課長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名 印

「平成２１年度特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進事業」

参加表明書

平成２１年度特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進事業の事業企画に関する提

案へ参加します。なお、別添のとおり資格審査結果通知書（全省庁統一資

格）の写しを提出します。

（担当者）

所属・役職

担当者氏名

電 話 番 号

ＦＡＸ番号

e-mail

（共同提案の場合は、代表者の担当を記載すること）



（別紙様式第２号）

番 号

年 月 日

農林水産省消費・安全局表示・規格課長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名 印

「平成２１年度特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進事業」

企画提案書の提出について

平成２１年度特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進委託業務を受注したいので、

別添のとおり企画提案書を提出します。



（別紙様式第３号）

「平成２１年度特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進委託事業」

見積書（積算内訳）

区 分 予 算 額 備 考

千円

ア 特色あるＪＡＳ規格制

定等のための調査検討の

実施

① 諸謝金

② 旅費

③ 事務費

イ 特定ＪＡＳ製品等の購

買活動につながる消費者

への普及啓発の推進

① 諸謝金

② 旅費

③ 事務費

ウ 特定ＪＡＳ製品の製造

、流通及び販売の拡大に

つながる事業者への普及

啓発の推進

① 諸謝金

② 旅費

③ 事務費

エ 検査認証の信頼性向上

のための登録認定機関へ

の研修会の開催等

① 諸謝金

② 旅費

③ 事務費

合 計

（注）１ 備考欄には、各区分の欄の経費について算出基礎を記入し、必要

に応じ説明を付すること。

２ 複数者による共同提案の場合は、そのグループを構成する者ごと

に積算内訳を別葉にて作成する。

３ 必要に応じて、資料を添付する。



（別紙様式第４号）

番 号

年 月 日

農林水産省消費・安全局表示・規格課長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名 印

「平成２１年度特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進事業」

契約候補辞退届

平成２１年度特定ＪＡＳ規格等検討・普及推進委託事業に関する契約候補

について○○○○の理由により、辞退します。




